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認定後に受入が中止となった外国人が発生した場合、
受入報告書メニューから取下の届出を行ってください。



取下げする外国人の要報告ボタンを押下します。



１．従事状況の「取下」のラジオボタンをクリックで選ぶ
２．備考欄に理由を記載
３．「報告スタート」ボタンを押下
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２つのウィンドウのでの確認後、
報告を完了させる画面に移動します。

※この時点では、まだ報告は送信されていません



従事状況が「取下」で「報告準備中」となっていることを確認し、
報告完了ボタンを押下すると、取下げの届出は完了です。


